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【漁業振興課】

１　生産から消費に至る食の安全・安心の確保

　（１）生産段階における安全・安心の確保

③安全・安心な水産物の生産及び供給 （計画P.18）

【動物用医薬品（水産用医薬品）の適正使用の指導】

④生産出荷段階における農畜水産物の検査 （計画P.20）

【貝毒対策】

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 備考

計画 継続実施

実績

貝毒検
査：延べ
35回
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ
検査：延
べ104回

貝毒検
査：

延べ38回
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ
検査：延
べ108回

貝毒検査：
延べ44回
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ検
査：延べ
143回

貝毒検査：
延べ44回
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ検
査：延べ
117回

貝毒検査：
延べ25回
ﾌﾟﾗﾝｸﾄﾝ検
査：延べ
114回

３　食の安全・安心を確保するための相互理解と信頼関係の確立

　（５）関係機関や関係団体との連携及び協働 （計画P.41）

年度

状況に応じて実施

貝毒発生モニタリン
グ検査

漁業振興課

【令和元年度の中間実績（令和元年11月末まで）】
　県内で貝毒が発生した際には、国関係機関及び発生海域周辺自治体並びに漁業協同組合との情報共
有を図り、健康被害発生の防止に努めた。

【令和元年度の中間実績（令和元年11月末まで）】
　魚類養殖経営体218の内、11月末時点で77（35.3％）の経営体に指導会議、巡回指導、魚病診断等の
方法により養殖衛生管理指導を実施しました。
　医薬品の適正使用に関する調査指導を実施しました。
　ワクチン接種に関する技術講習会を開催しました。
　医薬品の残留検査を実施予定です。（ウナギ･･･2月以降実施予定、カンパチ･･･2月以降実施予定）

【今後の取組】
　医薬品の適正使用に関する調査・指導及び医薬品の残留検査を継続します。
　指導会議、巡回指導、魚病診断等による養殖管理指導を継続します。

【令和元年度の中間実績】
・平成30年11月15日、宿毛湾にて発生を確認した麻痺性貝毒は継続中です。
　なお、令和２年１月17日、宿毛湾の麻痺性貝毒が３週連続で規制値を下回ったことを確認したため、同
日付で二枚貝類の採捕・出荷自主規制措置を解除しました。

【今後の取組】
　県内の海域において貝毒プランクトンの発生状況の監視及び貝毒検査と結果の周知を継続します。
　また、貝毒発生時にはマスメディアやホームページ等を通じて、採捕自粛等の要請を迅速に行います。






